
　

今
ま
で
の
障
害
者
福
祉
制
度
で
は
、
身
体

障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
と
い
っ
た
障

害
の
種
類
ご
と
に
縦
割
り
で
サ
ー
ビ
ス
が
提

供
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
施
設
・

事
業
体
系
が
分
か
り
に
く
く
、
使
い
に
く
い

と
い
っ
た
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。
今
回
の
法

施
行
に
よ
っ
て
各
種
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
一
元

化
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
障
害
の
種

別
を
超
え
た
共
通
の
場
で
そ
れ
ぞ
れ
の
障
害

特
性
な
ど
を
踏
ま
え
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現

障害者自立支援法がスタート
　平成 17 年 10 月に成立した「障害者自立支援法」は、今年の４月から
新しい利用者負担の仕組でサービスを開始していますが、10 月１日から
は市町村の創意工夫によって行われる「地域生活支援事業」が本格的にス
タートします。今月号では、障害者自立支援法のポイントと筑西市が実施
する地域生活支援事業のサービス内容についてお知らせします。

障
害
者
自
立
支
援
法

５
つ
の
ポ
イ
ン
ト

　

障
害
の
種
別
（
身
体
障
害
・
知
的
障

害
・
精
神
障
害
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
障

害
の
あ
る
人
が
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
で
き
る
よ
う
、
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
一
元
化
し
、

施
設
・
事
業
を
再
編
し
ま
す
。

　

障
害
の
あ
る
人
々
に
、
身
近
な
市
が

責
任
を
も
っ
て
一
元
的
に
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
よ
っ

て
県
や
市
な
ど
、
実
施
主
体
が
ま
ち
ま
ち
で
、

利
用
方
法
が
わ
か
り
づ
ら
く
不
便
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
市
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

事
務
を
一
元
的
に
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
国
や
県
は
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
仕
組
み
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
今
後
よ

り
身
近
な
市
が
責
任
を
も
っ
て
、
障
害
の
あ

る
人
た
ち
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
き
ま

す
。

　

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
人
も
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
量
と
所
得
に
応
じ
た
負
担
を

い
た
だ
き
ま
す
。

１

３

５

４

２

　

こ
れ
ま
で
の
利
用
者
負
担
は
、
所
得
に
応

じ
て
負
担
額
を
決
め
る
も
の
で
し
た
。
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
量
に
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
者
負

担
が
決
め
ら
れ
る
こ
の
仕
組
み
で
は
、
同
じ

所
得
で
同
じ
負
担
を
し
て
い
て
も
、
受
け
る

サ
ー
ビ
ス
が
異
な
る
も
の
で
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
利
用
者
の
負
担
を
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
量
に
応
じ
た
も
の
に
改
め
、
サ
ー

ビ
ス
に
か
か
る
費
用
の
１
割
を
負
担
（
定
率

負
担
）
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

な
お
、
負
担
能
力
に
応
じ
て
負
担
上
限
額
が

定
め
ら
れ
ま
す
。

　

就
労
の
支
援
を
強
化
し
ま
す

　

障
害
者
が
地
域
で
自
立
し
て
生
活
し
て
い

け
る
よ
う
「
就
労
移
行
支
援
事
業
」
を
創
設

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
福
祉
施
設
か
ら
一
般

就
労
へ
の
移
行
を
進
め
る
こ
と
を
目
的
に
し

て
い
ま
す
。
個
々
の
障
害
者
の
状
況
に
応
じ
、

総
合
的
な
雇
用
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
・

実
施
し
ま
す
。

　

支
給
決
定
の
仕
組
み
を
透
明
化
、
明

確
化

　

サ
ー
ビ
ス
の
最
終
決
定
は
市
が
行
い
ま

す
。
有
識
者
に
よ
る
審
査
会
の
意
見
聴
取
な

ど
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
支
給
決
定
の
プ

ロ
セ
ス
の
透
明
化
が
図
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
障
害
者
や
家
族
か
ら
の
相
談
に
応

じ
、
障
害
者
１
人
ひ
と
り
の
心
身
の
状
況
、

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
意
向
、
家
族
の
状
況
な
ど

を
踏
ま
え
、
適
切
な
支
給
と
サ
ー
ビ
ス
が
計

画
的
に
な
さ
れ
る
よ
う
仕
組
み
を
制
度
化
し

ま
す
。

障害のある
人たちの

自立を支えます

４



●居宅介護（ホームヘルプ）
●重度訪問介護
●行動援護
●重度障害者等包括支援
●児童デイサービス
●短期入所（ショートステイ）
●療養介護
●生活介護
●施設入所支援
●共同生活介護（ケアホーム）

介護給付
●自立訓練
●就労移行支援
●就労継続支援
●共同生活援助（グループホーム）

訓練等給付

●更生医療　●育成医療
●精神通院医療

自立支援医療

※実施主体は都道府県

補装具費の支給

※※

自立支援給付

障
害
者
・
児

　●相談支援授業（関係機関との連絡調整、権利擁護）
●コミュニケーション支援事業（手話通訳派遣など）
●日常生活用具の給付又は貸与　　　　　
●移動支援事業
●地域活動支援センター事業（創作活動の機会提供、社会との交流促進など）
●日中一時支援事業

地域生活支援事業

　●専門性の高い相談支援　●広域的な対応が必要な事業　●人材育成など

　地域生活支援事業とは
市町村の創意工夫によっ
て実施される事業です。
相談支援、コミュニケー
ション支援（手話通訳の
派遣など）、日常生活用具
の給付・貸与、移動支援
などを実施します。

利用手続きの流れ 総合的な自立支援システムの全体像

■障害者自立支援法に関するお問い合わせは…障害福祉課（内線２２５、２２６）

10月スタート

申 請（市）

利用者

支給決定（市）

サービスの利用開始

料金の支払い（１割負担）

支給決定は、障害者や保
護者などからの申請に基
づき、市が行います。

利用者が事業者を選択
利用者は市が委託してい
る事業者から選択します。

筑西市の地域生活支援事業の主な内容

１ 相談支援事業
情報の提供、助言そのほか障害福祉サービス
の利用支援を行います。
★相談支援事業
★相談支援強化事業
★成年後見制度利用支援事業

２ コミュニケーション支援事業
聴覚などの障害のため、意思の疎通を図るこ
とが困難な障害者に対して手話通訳者を派遣
する事業
★手話通訳派遣事業

３ 日常生活用具給付等事業
在宅の重度障害者に対して、浴槽などの日常
生活用具を給付及び貸与します。また、用具
の給付にともなう住宅改修費を給付します。
★障害者等日常生活用具給付等事業

４ 移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者のサポートをす
る事業
★障害者等移動支援事業

５ 地域活動支援センター事業
通所による創作活動、生産活動などの機会を
提供する事業
★障害者等地域活動支援センター事業

６ 日中一時支援事業
日中において介護する者のいない障害者に対
し、施設において一時的に見守り、指導、訓
練などの支援を行う事業
★障害者等日中一時支援事業

料金は利用者が事業者に直接支払います。

茨 城 県

筑 西 市

支援

５
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